
場所～第一京浜上り

この場所に駐車しても違反とならない車両 ～ 集配中の貨物車
※ ただし、駐車方法表示線外に駐車すると
違反となります。

この場所に駐車すると違反となる車両 ～ 〇 集配以外の目的で駐車した貨物車
〇 乗用車や二輪車の駐車は、いかなる
目的であっても違反となります。

※ 集配のための貨物車専用駐車スペースは１台分のみです。他の２台分は
カーシェアリング専用のため、駐車できません。
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